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表１　事業活動収支差額比率及びマイナスの割合（法人種別）
大学法人

区分 集　計 
法人数

事業活動
収入計 

（A）【百万円】

事業活動
支出計 

（B）【百万円】

基本金組入前 
当年度収支差額 

（C=A－B）【百万円】

事業活動収支 
差額比率 

（C/A）【％】

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）
 　 （うち△20%未満）

法人数 割合【％】 法人数 割合【％】
26年度 544 6,107,680 5,712,572 395,108 6.5 178 32.7 40 7.4 

27 548 6,299,130 6,019,394 279,735 4.4 198 36.1 34 6.2 
28 548 6,385,813 6,087,439 298,375 4.7 216 39.4 34 6.2 
29 551 6,499,420 6,201,812 297,608 4.6 217 39.4 37 6.7 
30 549 6,574,729 6,313,779 260,950 4.0 206 37.5 44 8.0 

（注）大学法人…大学を設置している学校法人とする。

短期大学法人

区分 集　計
法人数

事業活動
収入計 

（A）【百万円】

事業活動
支出計 

（B）【百万円】

基本金組入前 
当年度収支差額 

（C=A－B）【百万円】

事業活動収支 
差額比率 

（C/A）【％】

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）
 　 （うち△20%未満）

法人数 割合【％】 法人数 割合【％】
26年度 112 169,102 161,726 7,376 4.4 46 41.1 11 9.8 

27 109 163,860 164,182 △ 322 △ 0.2 45 41.3 4 3.7 
28 109 178,394 165,962 12,432 7.0 38 34.9 5 4.6 
29 105 160,773 159,501 1,272 0.8 52 49.5 12 11.4 
30 104 154,440 156,401 △ 1,961 △ 1.3 61 58.7 14 13.5 

（注）短期大学法人…大学法人以外で短期大学又は高等専門学校を設置している学校法人とする（高等専門学校法人を含む）。

高等学校法人

区分 集　計
法人数

事業活動
収入計 

（A）【百万円】

事業活動
支出計 

（B）【百万円】

基本金組入前 
当年度収支差額 

（C=A－B）【百万円】

事業活動収支 
差額比率 

（C/A）【％】

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）
 　 （うち△20%未満）

法人数 割合【％】 法人数 割合【％】
26年度 681 821,727 767,716 54,011 6.6 269 39.5 38 5.6 

27 684 840,035 781,639 58,396 7.0 281 41.1 42 6.1 
28 695 832,654 799,729 32,925 4.0 285 41.0 40 5.8 
29 686 826,377 799,424 26,953 3.3 304 44.3 46 6.7 
30 684 843,590 814,241 29,349 3.5 319 46.6 45 6.6

（注）高等学校法人… 高等学校又は中等教育学校を設置している学校法人で、大学・短期大学・高等専門学校を設置している学校法人以外とする（中等
教育学校法人を含む）。

　

私
学
事
業
団
で
は
、「
平
成
31
年
度
学
校
法

人
基
礎
調
査
」を
基
に
平
成
30
年
度
決
算
デ
ー

タ
を
集
計
し
た
『
令
和
元
年
度
版　

今
日
の

私
学
財
政
（
大
学
・
短
期
大
学
編
）』
と
『
令

和
元
年
度
版　

今
日
の
私
学
財
政
（
高
等
学

校
・
中
学
校
・
小
学
校
編
）』
の
Ｃ
Ｄ
‐
Ｒ
Ｏ

Ｍ
を
作
成
し
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た

各
学
校
法
人
に
送
付
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
集
計
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
事
業

活
動
収
支
計
算
書
か
ら
事
業
活
動
収
支
差
額

比
率
に
つ
い
て
、
貸
借
対
照
表
か
ら
運
用
資

産
と
要
積
立
額
に
つ
い
て
分
析
し
ま
す
。

法
人
種
別
の
事
業
活
動
収
支
差
額
比
率（
表
１
）

　

事
業
活
動
収
支
差
額
比
率
と
は
、
事
業
活

動
収
入
か
ら
事
業
活
動
支
出
を
差
し
引
い
た

基
本
金
組
入
前
当
年
度
収
支
差
額
の
事
業
活

動
収
入
に
対
す
る
割
合
で
す
。
表
１
・
２
の

平
成
26
年
度
（
高
等
学
校
法
人
は
平
成
27
年

度
以
前
）
の
デ
ー
タ
は
帰
属
収
入
か
ら
消
費

支
出
を
差
し
引
い
た
帰
属
収
支
差
額
の
比
率

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
同
比
率
の
プ
ラ
ス
幅
が

大
き
く
な
る
ほ
ど
自
己
資
本
の
充
実
に
つ
な

が
る
こ
と
か
ら
、
経
営
の
健
全
化
の
た
め
に
は

同
比
率
が
プ
ラ
ス
の
状
態
を
継
続
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
す
。
反
対
に
、
同
比
率
が
マ

イ
ナ
ス
に
転
じ
た
場
合
は
、
当
年
度
の
事
業

活
動
収
入
で
事
業
活
動
支
出
を
賄
う
こ
と
が

で
き
ず
、
自
己
資
本
を
取
り
崩
す
こ
と
と
な

り
ま
す
。
そ
の
要
因
が
臨
時
的
な
場
合
は
別

と
し
て
、
こ
の
状
況
が
長
期
間
続
く
と
経
営

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
資
金
繰
り
に
支
障
を

来
す
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
事

業
活
動
収
支
差
額
比
率
は
、
学
校
法
人
の
収

支
状
況
を
端
的
に
表
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

大
学
法
人

　

大
学
法
人
全
体
の
事
業
活
動
収
支
差
額
比

率
は
、平
成
29
年
度
の
４・６
％
か
ら
４・０
％

へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る

法
人
数
は
、
５
４
９
法
人
の
う
ち
２
０
６
法

人
で
、
そ
の
割
合
は
37
・
５
％
と
な
り
、
平

成
29
年
度
の
39・４
％
か
ら
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の

法
人
数
は
44
法
人
で
、
平
成
29
年
度
の
37
法

人
か
ら
増
加
し
て
い
ま
す
。

短
期
大
学
法
人

　

短
期
大
学
法
人
全
体
の
事
業
活
動
収
支
差

額
比
率
は
、
平
成
29
年
度
の
０
・
８
％
か
ら

マ
イ
ナ
ス
１
・
３
％
へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
学
生
生
徒
等
納
付
金
の
減
少
額

に
対
し
て
、
人
件
費
の
減
少
額
が
少
な
か
っ

た
法
人
の
多
か
っ
た
こ
と
が
主
な
要
因
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

次
に
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る

平
成
30
年
度
決
算
集
計
か
ら
み
た

　
　
大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
学
校
の
財
務
状
況

法
人
数
は
、
１
０
４
法
人
の
う
ち
61
法
人
で
、

そ
の
割
合
は
58
・
７
％
と
な
り
、
平
成
29
年

度
の
49
・
５
％
か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の

法
人
数
も
、
平
成
29
年
度
の
12
法
人
か
ら
14

法
人
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
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高
等
学
校
法
人

　

高
等
学
校
法
人
全
体
の
事
業
活
動
収
支�

差
額
比
率
は
、
平
成
29
年
度
の
３
・
３
％
か

ら
３
・
５
％
へ
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る

法
人
数
は
、
６
８
４
法
人
の
う
ち
３
１
９
法

人
で
、
そ
の
割
合
は
46
・
６
％
と
な
り
、
平

成
29
年
度
の
44・３
％
か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の

法
人
数
は
、
平
成
29
年
度
の
46
法
人
か
ら
45

法
人
に
減
少
し
て
い
ま
す
。

学
校
種
別
の
事
業
活
動
収
支
差
額
比
率（
表
２
）

大
学

　

大
学
全
体
の
事
業
活
動
収
支
状
況
は
、
事

業
活
動
収
入
・
事
業
活
動
支
出
と
も
に
平
成

29
年
度
か
ら
増
加
す
る
も
、
事
業
活
動
収
支

差
額
比
率
は
、
平
成
29
年
度
の
３
・
６
％
か

ら
３
・
５
％
へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る

学
校
数
は
、５
９
２
校
の
う
ち
２
１
５
校
で
、

そ
の
割
合
は
36
・
３
％
と
な
り
、
平
成
29
年

度
の
39
・
３
％
か
ら
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の

学
校
数
も
、
平
成
29
年
度
の
90
校
か
ら
80
校

に
減
少
し
て
い
ま
す
。

短
期
大
学

　

短
期
大
学
全
体
の
事
業
活
動
収
支
差
額
比

率
は
、
平
成
29
年
度
の
マ
イ
ナ
ス
３
・
５
％

か
ら
マ
イ
ナ
ス
４・９
％
に
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る

学
校
数
は
、３
１
０
校
の
う
ち
１
９
６
校
で
、

そ
の
割
合
は
63
・
２
％
と
な
り
、
平
成
29
年

度
の
60
・
３
％
か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の

学
校
数
も
平
成
29
年
度
と
同
数
の
86
校
で
、

そ
の
割
合
は
27
・
７
％
と
な
り
、
平
成
29
年

度
の
27
・
１
％
か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。

高
等
学
校

　

高
等
学
校
全
体
の
事
業
活
動
収
支
差
額
比

率
は
、
平
成
29
年
度
の
３
・
０
％
か
ら
２
・
８�

％
へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
い
る

学
校
数
は
、
１
２
８
９
校
の
う
ち
５
８
６
校

で
、
そ
の
割
合
は
45
・
５
％
と
な
り
、
平
成

29
年
度
の
44
・
７
％
か
ら
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
20
％
未
満
の

学
校
数
は
、
平
成
29
年
度
の
１
３
０
校
か
ら

１
３
１
校
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

運
用
資
産
と
要
積
立
額
（
次
頁 
表
３
）　

　

貸
借
対
照
表
よ
り
、
学
校
法
人
が
本
来
積

み
立
て
て
お
く
べ
き
減
価
償
却
累
計
額
（
有

形
固
定
資
産
）
や
退
職
給
与
引
当
金
等
の
金

額
（
要
積
立
額
）
と
そ
れ
に
対
応
し
た
特
定

資
産
や
現
金
預
金
、
有
価
証
券
な
ど
の
運
用

資
産
の
保
有
状
況
を
分
析
し
ま
す
。

　

学
校
法
人
の
安
定
的
な
経
営
の
た
め
に

は
、
施
設
・
設
備
の
拡
充
・
更
新
や
、
教
職

員
の
退
職
金
の
支
払
い
及
び
奨
学
金
の
支
払

い
等
の
将
来
的
に
必
要
と
な
る
資
金
需
要

（
要
積
立
額
）
に
対
し
て
十
分
な
運
用
資
産

表２　事業活動収支差額比率及びマイナスの割合（学校種別）
大学

区分 集　計 
学校数

事業活動
収入計 

（A）【百万円】

事業活動
支出計 

（B）【百万円】

基本金組入前 
当年度収支差額 

（C=A－B）【百万円】

事業活動収支 
差額比率 

（C/A）【％】

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）
 　 （うち△20%未満）

学校数 割合【％】 学校数 割合【％】
26年度 592 3,323,374 3,144,999 178,375 5.4 219 37.0 88 14.9 

27 596 3,353,984 3,237,051 116,933 3.5 243 40.8 89 14.9 
28 590 3,365,428 3,254,390 111,038 3.3 232 39.3 84 14.2 
29 595 3,431,377 3,307,295 124,082 3.6 234 39.3 90 15.1 
30 592 3,467,442 3,344,844 122,598 3.5 215 36.3 80 13.5 

（注）大学…学校法人会計基準第13条及び第24条の規定による会計単位としての大学部門とする。

短期大学

区分 集　計 
学校数

事業活動
収入計 

（A）【百万円】

事業活動
支出計 

（B）【百万円】

基本金組入前 
当年度収支差額 

（C=A－B）【百万円】

事業活動収支 
差額比率 

（C/A）【％】

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）
 　 （うち△20%未満）

学校数 割合【％】 学校数 割合【％】
26年度 333 194,110 193,897 213 0.1 187 56.2 86 25.8 

27 324 187,522 193,439 △ 5,917 △ 3.2 184 56.8 76 23.5 
28 321 183,776 184,242 △ 466 △ 0.3 173 53.9 68 21.2 
29 317 174,450 180,604 △ 6,154 △ 3.5 191 60.3 86 27.1 
30 310 167,091 175,289 △ 8,198 △ 4.9 196 63.2 86 27.7 

（注）短期大学…学校法人会計基準第13条及び第24条の規定による会計単位としての短期大学部門又は高等専門学校部門とする。

高等学校

区分 集　計 
学校数

事業活動
収入計 

（A）【百万円】

事業活動
支出計 

（B）【百万円】

基本金組入前 
当年度収支差額 

（C=A－B）【百万円】

事業活動収支 
差額比率 

（C/A）【％】

事業活動収支差額比率がマイナス（0％未満）
 　 （うち△20%未満）

学校数 割合【％】 学校数 割合【％】
26年度 1,288 1,084,830 1,029,410 55,420 5.1 521 40.5 117 9.1 

27 1,290 1,096,217 1,037,722 58,495 5.3 544 42.2 120 9.3 
28 1,310 1,109,178 1,063,652 45,526 4.1 527 40.2 125 9.5 
29 1,301 1,105,329 1,072,667 32,662 3.0 582 44.7 130 10.0 
30 1,289 1,098,489 1,067,244 31,245 2.8 586 45.5 131 10.2 

（注）高等学校…学校法人会計基準第13条及び第24条の規定による会計単位としての高等学校部門とする。

を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
事
業
活
動
収
支
差
額
が
マ
イ
ナ

ス
の
状
況
が
続
く
等
の
要
因
で
資
金
的
な
余

裕
が
な
く
な
る
と
、
要
積
立
額
に
対
応
す
る

運
用
資
産
を
十
分
に
保
有
で
き
な
い
状
況
や
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運
用
資
産
の
一
部
を
取
り
崩
し
て
支
払
い
に

充
て
て
い
る
状
況
に
な
り
、
本
来
保
有
し
て

お
く
べ
き
金
額
に
不
足
が
生
じ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

大
学
法
人

　

大
学
法
人
で
は
、
運
用
資
産
、
要
積
立
額

と
も
に
増
加
し
た
も
の
の
、
要
積
立
額
の
増

加
額
の
方
が
大
き
く
な
っ
た
結
果
、
積
立
不

足
額
も
増
加
し
ま
し
た
。
な
お
、
積
立
率
は

平
成
29
年
度
の
72
・
４
％
か
ら
72
・
７
％
へ

上
昇
し
て
い
ま
す
。

短
期
大
学
法
人

　

短
期
大
学
法
人
で
は
、
運
用
資
産
、
要
積

立
額
と
も
に
増
加
し
た
も
の
の
、
要
積
立
額
の

増
加
額
の
方
が
大
き
く
な
っ
た
結
果
、
積
立

不
足
額
も
増
加
し
、
積
立
率
は
平
成
29
年
度

の
74
・５
％
か
ら
74
・
４
％
へ
下
降
し
て
い
ま
す
。

高
等
学
校
法
人

　

高
等
学
校
法
人
で
は
、
運
用
資
産
、
要
積

立
額
と
も
に
増
加
し
た
も
の
の
、
要
積
立
額

の
増
加
額
の
方
が
大
き
く
な
っ
た
結
果
、
積

立
不
足
額
も
増
加
し
、
積
立
率
は
平
成
29
年

度
の
66
・
８
％
か
ら
66
・
４
％
へ
下
降
し
て

い
ま
す
。

ま
と
め　

　

事
業
活
動
収
支
差
額
比
率
は
、
学
校
法
人

の
収
支
状
況
を
端
的
に
表
し
ま
す
。
事
業
活

動
収
支
差
額
の
マ
イ
ナ
ス
分
を
補
う
た
め
に

内
部
留
保
の
資
産
を
取
り
崩
す
状
況
が
続
け

ば
、
施
設
の
建
て
替
え
や
設
備
等
の
更
新
計

画
の
遅
れ
に
つ
な
が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
減
価
償
却
累
計
額
が
年
々
増
加
し
て
い

る
点
も
、
施
設
・
設
備
等
の
更
新
計
画
を
策

定
す
る
上
で
の
懸
念
材
料
で
す
。

　

過
去
か
ら
蓄
積
し
て
き
た
運
用
資
産
は
、

こ
の
厳
し
い
経
営
環
境
を
乗
り
切
る
た
め
の

貴
重
な
財
源
で
す
。
施
設
設
備
の
拡
充
・
更

新
計
画
や
奨
学
基
金
の
創
設
等
を
盛
り
込
ん

だ
各
学
校
法
人
の
中
長
期
計
画
に
基
づ
い
て

運
用
資
産
の
蓄
積
目
標
を
定
め
、
資
産
運
用

を
行
う
場
合
に
は
使
途
目
的
に
か
な
っ
た
運

用
計
画
に
従
っ
て
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

学
校
法
人
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
教
育
内
容
の
充
実
・
特
色
化
を
図
る
と
と

も
に
、
安
定
的
な
経
営
基
盤
を
維
持
し
て
、

学
校
経
営
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

今
後
も
理
事
長
や
学
長
・
校
長
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
、
教
職
員
全
体
で
情
報

を
共
有
し
、教
学
と
経
営
が
一
体
と
な
っ
て
、

よ
り
一
層
の
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
学
校
法
人
基
礎
調

査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
各
学
校
法
人
の
皆

様
に
は
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

今
回
の
集
計
結
果
を
、
各
学
校
法
人
に
お

け
る
経
営
改
善
・
発
展
に
向
け
た
取
り
組
み

の
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
、
お
役
立
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
４
６
～
７
８
４
８

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

表３　運用資産と要積立額
大学法人

区　分 集　計
法人数

運用資産 
（A）【億円】

要積立額 
（B）【億円】

要積立額内訳【億円】
積立不足額 

（B-A）【億円】
積立率

（A/B）【％】減価償却累計額
（有形固定資産）

第２号
基本金

第３号 
基本金

退職給与 
引当金

26年度 544 94,490 126,341 91,370 7,996 14,592 12,383 31,851 74.8 
27 548 97,489 131,729 95,467 8,332 15,138 12,792 34,240 74.0 
28 548 99,210 136,584 100,209 7,834 15,626 12,915 37,374 72.6 
29 551 101,452 140,118 103,707 7,406 16,005 13,000 38,666 72.4 
30 549 105,045 144,537 107,505 7,386 16,547 13,099 39,492 72.7 

（注1）大学法人…大学を設置している学校法人とする。
（注2）運用資産…固定資産のうち有価証券と特定資産、流動資産のうち有価証券と現金預金である。

短期大学法人

区　分 集　計
法人数

運用資産 
（A）【億円】

要積立額 
（B）【億円】

要積立額内訳【億円】
積立不足額 

（B-A）【億円】
積立率

（A/B）【％】減価償却累計額
（有形固定資産）

第２号
基本金

第３号 
基本金

退職給与 
引当金

26年度 112 3,187 4,137 3,476 229 218 214 950 77.0 
27 109 3,196 4,136 3,462 239 229 206 940 77.3 
28 109 3,289 4,293 3,603 239 240 211 1,004 76.6 
29 105 3,172 4,257 3,586 236 234 201 1,085 74.5 
30 104 3,184 4,281 3,566 230 286 199 1,097 74.4 

（注1）短期大学法人…大学法人以外で短期大学又は高等専門学校を設置している学校法人とする（高等専門学校法人を含む）。
（注2）運用資産…固定資産のうち有価証券と特定資産、流動資産のうち有価証券と現金預金である。

高等学校法人

区　分 集　計
法人数

運用資産 
（A）【億円】

要積立額 
（B）【億円】

要積立額内訳【億円】
積立不足額 

（B-A）【億円】
積立率

（A/B）【％】減価償却累計額
（有形固定資産）

第２号
基本金

第３号 
基本金

退職給与 
引当金

26年度 681 10,695 15,475 13,970 686 321 498 4,780 69.1 
27 684 10,948 16,611 15,144 637 319 511 5,662 65.9 
28 695 11,231 16,497 15,071 613 312 501 5,266 68.1 
29 686 11,223 16,805 15,399 611 307 488 5,582 66.8 
30 684 11,754 17,692 16,225 648 306 513 5,938 66.4 

（注1）高等学校法人… 高等学校又は中等教育学校を設置している学校法人で、大学・短期大学・高等専門学校を設置している学校法人以外とする（中
等教育学校法人を含む）。

（注2）運用資産…固定資産のうち有価証券と特定資産、流動資産のうち有価証券と現金預金である。
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私
学
事
業
団
で
は
、
私
学
の
リ
ー
ダ
ー
が

取
り
組
む
べ
き
経
営
改
善
や
教
学
改
革
に
関

す
る
知
識
を
深
め
、
大
学
・
短
期
大
学
の
魅

力
向
上
や
経
営
基
盤
強
化
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、
今
年
度
も
「
私
学
リ
ー
ダ
ー
ズ
セ
ミ

ナ
ー
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

大
阪
で
開
催
し
た
大
学
・
短
期
大
学
編
は
、

大
学
等
が
主
体
的
に
改
革
を
実
行
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
大
学

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
や
経
営
力
強
化
に
向

け
て
私
学
の
リ
ー
ダ
ー
が
果
た
す
べ
き
役
割

等
を
テ
ー
マ
に
実
施
し
ま
し
た
。
定
員
の
約

１
・
２
倍
の
応
募
を
い
た
だ
き
、
72
名
の
理

事
長
・
理
事
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
年
度
か
ら
新
規
に
実
施
し
た
新
任
理
事

編
は
、
東
京
で
開
催
し
ま
し
た
。
産
業
界
等

か
ら
新
た
に
学
校
法
人
の
理
事
に
就
任
さ
れ

た
方
を
対
象
と
し
て
、
理
事
と
し
て
必
要
な

知
識
の
修
得
を
テ
ー
マ
に
、
弁
護
士
、
公
認

会
計
士
、
社
会
保
険
労
務
士
等
に
よ
る
講
演

を
行
い
ま
し
た
。
定
員
の
約
１
・
８
倍
の
応

募
を
い
た
だ
き
、
48
名
の
理
事
長
・
理
事
に

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

多
く
の
参
加
者
か
ら
「
色
々
な
大
学
・
短
期

大
学
の
取
り
組
み
の
事
例
を
聞
け
て
参
考
に

な
っ
た
」、「
こ
の
よ
う
な
企
画
を
継
続
し
て

ほ
し
い
」
等
の
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私学リーダーズセミナー（新任理事編　東京）
水戸講師による講演の様子

　

以
下
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
の
一
部
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

【
大
学
・
短
期
大
学
編
】

・�

地
方
・
小
規
模
短
大
の
戦
略
と
し
て
、
産

官
学
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
取
り
組
み
等

が
大
変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

・�

厳
し
い
経
営
状
況
の
中
で
教
学
改
革
等
の

四
つ
の
戦
略
に
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
に

は
、
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
感
じ
ま
し
た
。

【
新
任
理
事
編
】

・�
学
校
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
、役
員
の
責
任
、

長
期
計
画
の
検
証
等
の
必
要
性
を
分
か
り

や
す
く
教
授
し
て
い
た
だ
き
、
助
か
り
ま

し
た
。

・�

法
務
ト
ラ
ブ
ル
に
備
え
て
事
前
の
態
勢
整

備
の
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。

・�

決
算
書
及
び
電
卓
を
使
っ
た
こ
と
で
財
務

の
見
方
が
無
意
識
に
頭
に
入
り
ま
し
た
。

・�

労
働
時
間
の
公
正
、
公
平
な
対
応
に
つ
い

て
再
考
す
る
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。

　

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー
で
は
、
大
学
・

短
期
大
学
の
改
革
の
一
助
と
な
る
よ
う
、
次

年
度
も
こ
の
私
学
リ
ー
ダ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
実
施
し
て
ま

い
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
４
９
・
７
８
５
０

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

【大学・短期大学編】
日程・場所：令和元年11月15日（金）　大阪ガーデンパレス
対象：大学又は短期大学を設置する法人の理事長・理事
参加：72 法人
10：00～ 開会挨拶・基調講演� 私学事業団　理事長　清家　篤
11：15～ 講演①「高等教育政策の展望と課題」

　　　片柳��成彬�氏�（文部科学省高等教育局�私学助成課�課長補佐）
13：15～ 講演②「私立大学・短期大学の現状について」

　　　� 私学経営情報センター職員
14：10～ 講演③「青森明の星短期大学の大学改革と今後の戦略」

　　　石田��一成�氏�（青森明の星短期大学　学長）
15：35～ 講演④「宮崎国際大学の大学改革と今後の戦略」�

　　　山下��恵子�氏�（学校法人�宮崎学園�理事長　宮崎国際大学�学長）
16：45　 閉会挨拶� 私学事業団　理事　谷地��明弘
（注）講師肩書きは講演時

【新任理事編】
日程・場所：令和元年11月29日（金）　東京ガーデンパレス
対象：�大学又は短期大学を設置する法人の役員のうち、平成30年4月1日以降

に学校法人の常勤の理事長又は理事に初めて就任した方
参加：48 法人

10：30～ 開会挨拶� 私学事業団　理事長　清家　篤
10：40～ 講演①「私立大学・短期大学の現状について」

　　　� 私学経営情報センター職員
11：10～ 講演②「学校法人役員の果たすべき役割・責務」

　　　水戸��英則�氏（学校法人�二松学舎�理事長）
13：10～ 講演③「学校法人の役員に必要な法務の基礎知識」

　　　大河原��遼平�氏（TMI総合法律事務所　弁護士）
14：35～ 講演④「学校法人役員がおさえる財務諸表のポイント」

　　　髙橋��克典�氏（新創監査法人　公認会計士）
16：00～ 講演⑤「学校法人に係る労働時間等の問題と対応」

　　　曽田　究�氏（社会保険労務士曽田事務所　所長）
17：15　 閉会挨拶� 私学事業団　理事　谷地　明弘
（注）講師肩書きは講演時

令
和
元
年
度　
私
学
リ
ー
ダ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー
の
報
告

私学リーダーズセミナー（大学・短期大学編　大阪）
　　　　　 山下講師による講演の様子
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東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン
東
武
動
物
公

園
駅
西
口
か
ら
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
５
分
、
Ｊ

Ｒ
宇
都
宮
線
新
白
岡
駅
東
口
か
ら
ス
ク
ー
ル

バ
ス
で
12
分
の
場
所
に
、本
学
が
あ
り
ま
す
。

　

本
学
の
前
身
で
あ
る
東
京
工
科
学
校
は
、

明
治
40
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
昭

和
42
年
、
日
本
初
の
工
業
高
校
出
身
生
の
た

め
の
大
学
と
し
て
「
工
学
理
論
を
現
場
の
技

術
と
し
て
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
技
術
者
の

育
成
」
を
建
学
の
精
神
と
し
て
、
日
本
工
業

大
学
を
開
学
し
ま
し
た
。

　

開
学
以
来
、
工
学
部
の
み
の
体
制
で
し
た

が
、
平
成
30
年
に
は
社
会
が
求
め
る
人
材
像

の
変
化
等
に
対
応
す
る
た
め
、基
幹
工
学
部
・

先
進
工
学
部
・
建
築
学
部
の
３
学
部
６
学
科

２
コ
ー
ス
へ
の
改
編
を
行
い
、「
未
来
の
価

値
を
創
造
す
る
『
実
工
学
教
育
』」
を
コ
ン

セ
プ
ト
と
し
て
、
新
体
制
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

ま
し
た
。
各
学
科
の
「
学
び
の
目
標
」
を
紹

介
し
ま
す
。

●
基
幹
工
学
部
・
機
械
工
学
科

　

�

工
学
の
基
盤
と
な
る
機
械
工
学
の「
伝
統
」

と
「
最
先
端
」
を
学
ぶ
。

●
基
幹
工
学
部
・
電
気
電
子
通
信
工
学
科

　

�

社
会
を
支
え
る
動
力
設
備
か
ら
ス
マ
ー
ト

情
報
機
器
、
そ
し
て
人
を
つ
な
ぐ
情
報
通

信
を
学
ぶ
。

●
基
幹
工
学
部
・
応
用
化
学
科

　

�

化
学
＋
科
学
全
般
の
知
識
を
ベ
ー
ス
に
ス

マ
ー
ト
な
も
の
づ
く
り
を
学
ぶ
。

●
先
進
工
学
部
・
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
学
科

　

�

人
工
知
能
や
ロ
ボ
ッ
ト
技
術
な
ど
未
来
へ

つ
な
が
る
先
駆
的
分
野
を
学
ぶ
。

●
先
進
工
学
部
・
情
報
メ
デ
ィ
ア
工
学
科

　
�

超
ス
マ
ー
ト
社
会
を
形
づ
く
る
最
新
の
技

術
・
表
現
技
法
を
学
ぶ
。

●
建
築
学
部
・
建
築
学
科
／
建
築
コ
ー
ス

　

�

技
術
と
デ
ザ
イ
ン
の
融
合
に
よ
る
１
０
０

年
後
を
見
据
え
た
建
築
に
つ
い
て
学
ぶ
。

●�

建
築
学
部
・
建
築
学
科
／
生
活
環
境
デ
ザ

イ
ン
コ
ー
ス

　

�

人
の
心
の
「
豊
か
さ
」
を
育
む
室
内
空
間

や
住
環
境
に
つ
い
て
学
ぶ
。

⑴
日
本
工
業
大
学
の
教
育
の
特
色

実
工
学
教
育

　

本
学
は
開
学
以
来
、
建
学
の
精
神
に
基
づ

き
、
実
社
会
で
役
立
つ
実
践
的
な
工
学
教
育

を
伝
統
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
進
化
す
る

「
実
工
学
」
で
「
学
び
続
け
る
技
術
者
」
を

育
成
す
る
こ
と
が
本
学
の
目
標
と
な
っ
て
い

ま
す
。

デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム

　

も
の
づ
く
り
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
同
時

に
理
論
を
学
び
、
工
学
へ
の
興
味
を
高
め
、

実
践
的
に
力
を
養
う
の
が
、
本
学
独
自
の

「
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
」
で
す
。
入
学
時
か

ら
実
験
・
実
習
・
製
図
に
取
り
組
み
、
体
験

的
に
技
術
を
習
得
し
、
現
場
で
発
見
し
た
課

題
や
疑
問
を
手
が
か
り
に
、
講
義
で
理
論
の

理
解
を
さ
ら
に
深
め
て
い
き
ま
す
。

カ
レ
ッ
ジ
マ
イ
ス
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

講
義
で
学
ん
だ
工
学
の
知
識
と
技
術
を
生

か
し
て
、
個
人
や
チ
ー
ム
で
リ
ア
ル
な
も
の

づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る
の
が
、
本
学

の
「
カ
レ
ッ
ジ
マ
イ
ス
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

で
す
。
現
在
は
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
工
房
な
ど
10

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
工
房
）
が
用
意
さ
れ
て
い

ま
す
。

環
境
教
育

　

本
学
は
全
学
を
あ
げ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

や
環
境
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
国
内

大
学
最
大
規
模
の
発
電
量
を
誇
る
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
独
自
の
「
Ｎ
Ｉ
Ｔ
―

Ｅ
Ｍ
Ｓ
（
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）」

を
実
践
す
る
だ
け
で
な
く
、
共
通
教
育
科

目
に
も
環
境
系
科
目
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
の
す
べ
て
に
お
い
て
、

幅
広
い
視
野
か
ら
環
境
に
つ
い
て
学
べ
る
の

も
特
色
で
す
。

⑵
工
学
基
礎
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ス
タ
ー
ト

　

学
部
学
科
の
改
組
と
と
も
に
平
成
30
年
か

ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
は
、
工
学
基
礎
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
技
術
革
新
を
成
し
遂
げ

る
に
は
、
技
術
者
と
し
て
の
基
礎
を
固
め
る

こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
基
礎
教
育
の
教
育
目
標
を
「
大

学
で
の
学
び
の
た
め
の
基
礎
力
の
担
保
」
と

位
置
付
け
て
い
ま
す
。

①�

確
実
な
基
礎
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
従

来
の
公
式
・
答
え
合
わ
せ
学
習
か
ら
の
脱

却
が
必
要
で
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
未

解
決
の
問
題
に
立
ち
向
か
う
力
が
育
成
さ

れ
ま
す
。

②�

自
ら
学
ぶ
姿
勢
を
身
に
付
け
る
た
め
に

　
魅
力
あ
ふ
れ
る
学
校
づ
く
り
を
目
指
し
て

連 載 　57 
教
育
課
程
改
革
へ
の
積
極
的
取
り
組
み
で
魅
力
創
り

　
日
本
工
業
大
学
　
共
通
教
育
学
群
教
授
、
総
務
部
広
報
室
長
　
菊
地 

信
一

日本工業大学・実工学の学びとは

し技術と理論を併せて学んでいきます。

日本工業大学独自のデュアルシステム
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は
、
日
頃
か
ら
安
定
し
た
学
習
習
慣
を
身

に
付
け
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
課
題
を
見
つ
け
出

す
力
が
育
成
さ
れ
ま
す
。

　

以
上
、
①
、
②
を
前
提
に
、
ク
ォ
ー
タ
科

目
の
導
入
と
学
習
基
盤
科
目
の
強
化
を
図
り

ま
し
た
。
ク
ォ
ー
タ
科
目
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

内
容
は
、工
学
に
必
要
な
「
数
学
」、「
物
理
」、

「
英
語
」、「
化
学
」
の
基
礎
固
め
と
、
も
の

づ
く
り
の
基
礎
を
実
践
的
に
鍛
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で「
理
数
・

語
学
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
「
も
の
づ
く
り
リ
テ

ラ
シ
ー
」
の
設
定
を
し
て
い
ま
す
。

理
数
・
語
学
リ
テ
ラ
シ
ー

　

理
数
・
語
学
リ
テ
ラ
シ
ー
で
は
、
一
人
ひ

と
り
の
「
い
ま
」
か
ら
段
階
的
な
成
長
ル
ー

ト
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
数
学
」、「
物
理
」、「
英
語
」
科
目
で
は
、

入
学
時
の
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト
（
ク
ラ
ス
分

け
）
テ
ス
ト
の
結
果
を
基
に
、
一
人
ひ
と
り

の
学
力
に
あ
っ
た
段
階
の
科
目
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
。
そ
し
て
１
年
を
４
期
に
分
け
た

「
ク
ォ
ー
タ
制
」
を
導
入
し
、
段
階
的
に
学

ぶ
こ
と
で
着
実
に
基
礎
学
力
を
身
に
付
け
ら

れ
る
よ
う
に
、
週
２
回
の
講
義
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

工
学
の
基
礎
と
な
る
「
数
学
」、「
物
理
」、

「
英
語
」、「
化
学
」
を
実
践
的
に
使
え
る
よ

う
に
鍛
え
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
社
会
で
必
要

と
な
る
ス
キ
ル
を
育
成
し
、
着
実
に
基
礎
学

力
を
身
に
付
け
ら
れ
る
新
た
な
基
礎
教
育
シ

ス
テ
ム
と
呼
べ
る
も
の
で
す
。
個
性
に
合
っ

た
進
度
で
早
期
達
成
も
可
能
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
な
っ
て
お
り
、
学
び
の
高
度
化
と
卒
業
時

の
学
生
の
質
保
証
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

講
義
日
に
も
工
夫
を
凝
ら
し
て
お
り
、
毎
週

火
曜
・
金
曜
が
「
ク
ォ
ー
タ
科
目
」
の
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。

も
の
づ
く
り
リ
テ
ラ
シ
ー

　

も
の
づ
く
り
の
基
礎
と
な
る
知
識
・
技
能

と
し
て
「
道
具
の
正
し
い
使
い
方
」、「
素
材

に
対
す
る
適
正
な
理
解
」、「
安
全
な
作
業
の

確
保
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
本
学
で
も
の
づ

く
り
を
学
ぶ
う
え
で
必
要
な
リ
テ
ラ
シ
ー
を

習
得
す
る
た
め
に
、
１
学
年
に
「
も
の
づ
く

り
基
礎
実
習
」
を
開
設
し
、
上
位
学
年
に
配

置
さ
れ
て
い
る
、
よ
り
高
度
な
演
習
・
実
習

に
、
安
全
か
つ
適
正
に
取
り
組
め
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

学
習
基
盤
科
目
の
充
実

　

大
学
で
の
学
び
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た

め
の
基
礎
学
力
を
１
学
年
か
ら
身
に
付
け
る

こ
と
を
目
的
に
、「
ス
タ
デ
ィ
ス
キ
ル
ズ
」、

「
学
修
と
実
工
学
」、「
日
本
語
リ
テ
ラ
シ
ー
」

の
３
系
統
の
科
目
を
学
生
の
興
味
と
必
要
に

応
じ
て
選
択
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ク
ォ
ー
タ
科
目
実
施
の
サ
ポ
ー
ト

◎
学
修
支
援
セ
ン
タ
ー

　

�

一
人
ひ
と
り
の
学
修
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た

め
に
、
専
属
チ
ュ
ー
タ
ー
が
、
各
教
科
の

基
礎
を
個
別
に
指
導
し
て
く
れ
る
の
が
学

修
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
。
不
得
意
な
科
目

や
苦
手
な
分
野
の
基
礎
固
め
に
最
適
で
す
。

◎
日
本
工
大
サ
ポ
ー
タ
ル

　

�

科
目
の
履
修
状
況
に
応
じ
て
、
補
習
や
学

修
支
援
セ
ン
タ
ー
で
の
サ
ポ
ー
ト
の
連
絡

を
個
別
に
出
す
シ
ス
テ
ム
で
す
。
履
修
登

録
や
成
績
の
確
認
だ
け
で
は
な
く
、
教
員

か
ら
の
授
業
の
連
絡
な
ど
も
サ
ポ
ー
タ
ル

を
通
じ
て
行
わ
れ
ま
す
。

入
学
前
教
育

　

工
学
基
礎
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
層
の
充

実
を
目
指
す
た
め
、
さ
ら
な
る
方
策
と
し
て

「
英
語
」、「
数
学
」、「
物
理
」
科
目
で
入
学

前
教
育
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

新
施
設
の
竣
工

　

平
成
30
年
12
月
に
竣
工
し
た
多
目
的
講
義

棟
に
は
、
明
る
い
陽
光
が
差
す
テ
ラ
ス
、
学

生
同
士
が
学
び
合
う
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
リ
ビ
ン

グ
、
前
述
し
た
学
修
支
援
セ
ン
タ
ー
、
外
国

人
講
師
と
英
語
で
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る

英
語
教
育
セ
ン
タ
ー
、
教
員
を
目
指
す
学
生

を
支
援
す
る
教
職
セ
ン
タ
ー
と
、
学
生
生
活

を
充
実
さ
せ
る
場
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。「
学

生
が
自
由
に
使
え
る
」
充
実
し
た
教
育
・
研

究
設
備
は
他
に
類
を
み
な
い
本
学
の
誇
り
で

も
あ
り
ま
す
。

◇
◇
◇
寄
稿
者
紹
介
◇
◇
◇

菊
地 

信
一
（
き
く
ち
　
し
ん
い
ち
）

共
通
教
育
学
群
教
授
、
総
務
部
広
報
室

長
・
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
長
・
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
長

学修支援センター

ク
ォ
ー
タ
期
間

・
夏
休
み
・
春
休
み
期
間
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

学修支援センターの役割

多目的講義棟・教室の風景



8

 

共
済
業
務

令 和 2 年 2 月 1 日　第 2 6 6 号

事
前
受
付
の
対
象
と
な
る
報
告
書
等

提
出
上
の
注
意

①�　
「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」
及
び
「
被
扶

養
者
認
定
申
請
書
」
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
入
が
必
要
で
す
。
記
入
漏
れ
の
な
い

よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　

た
だ
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
書
類

は
添
付
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

②�　

提
出
書
類
は
、
記
入
漏
れ
や
誤
り
の
な

い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　

特
に
学
校
記
号
番
号
に
誤
り
が
あ
る

と
、
別
の
学
校
法
人
等
の
加
入
者
と
し
て

処
理
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
教
職
員

等
の
個
人
情
報
（
氏
名
、
報
酬
月
額
、
住

所
等
）
が
記
載
さ
れ
た
通
知
等
が
別
の
学

校
法
人
等
宛
て
に
送
付
さ
れ
る
の
を
防
止

す
る
た
め
に
も
、
十
分
に
注
意
し
て
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　

な
お
、「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」の「
事
務�

連
絡
先
電
話
番
号
」
欄
に
記
入
さ
れ
た
電

話
番
号
と
本
事
業
団
に
登
録
さ
れ
て
い
る

学
校
法
人
等
の
電
話
番
号
、
学
校
記
号
番

号
を
突
合
し
、
誤
っ
た
加
入
者
登
録
を
防

い
で
い
ま
す
。
必
ず
本
事
業
団
へ
登
録
し

て
い
る
電
話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

③�　
「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」
を
作
成
す
る

際
は
、
資
格
を
取
得
す
る
人
の
私
学
共
済

制
度
の
加
入
履
歴
を
確
認
し
、「
新
規
資

格
取
得
」、「
継
続
資
格
取
得
」、「
再
資
格

取
得
」
の
い
ず
れ
か
を
○
で
囲
ん
で
く
だ

さ
い
。

④�　
「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」
の
基
礎
年
金

番
号
欄
は
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い

（
日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る
20
歳
以
上

の
人
に
は
、
基
礎
年
金
番
号
が
付
番
さ
れ

て
い
ま
す
）。
基
礎
年
金
番
号
が
な
い
と

き
は
、必
ず
そ
の
理
由
も
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

⑤�　

書
類
不
備
に
よ
り
返
送
等
さ
れ
た
場
合

は
、
処
理
が
遅
れ
る
た
め
、
加
入
者
証
等

の
交
付
が
遅
く
な
り
ま
す
。

⑥�　

継
続
資
格
取
得
者
の
資
格
取
得
処
理

は
、
前
任
校
の
資
格
喪
失
が
確
認
で
き
る

ま
で
保
留
と
な
り
ま
す
。
前
任
校
の
資
格

喪
失
が
確
認
で
き
次
第
、
加
入
者
証
等
を

交
付
し
ま
す
。

⑦�　

継
続
資
格
取
得
の
加
入
者
に
、
前
任
校

で
す
で
に
認
定
さ
れ
た
被
扶
養
者
が
い
る

と
き
は
、
自
動
的
に
被
扶
養
者
と
し
て
認

定
し
加
入
者
被
扶
養
者
証
を
交
付
し
ま
す

の
で
、「
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
」
の
提

出
は
不
要
で
す
（
前
任
校
が
丙
種
校
の
場

合
を
除
き
ま
す
）。

報
告
内
容
の
訂
正

①�　

事
前
受
付
の
報
告
書
の
内
容
に
誤
り
が

あ
っ
た
と
き
は
、
必
ず
該
当
す
る
訂
正
申

出
書
に
よ
り
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　

な
お
、
訂
正
の
処
理
は
４
月
１
日
以
後

に
行
い
ま
す
。

②�　
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失
報

告
書
DL
」
を
提
出
し
た
後
に
再
就
職
が
決

定
し
、
資
格
喪
失
日
（
退
職
日
の
翌
日
）
か

ら
他
の
健
康
保
険
又
は
共
済
組
合
に
本
人

と
し
て
加
入
し
た
場
合
は
、「
任
意
継
続
加

入
者
資
格
取
得
取
下
げ
申
出
書
」
が
必
要

と
な
り
ま
す
（
用
紙
は
本
事
業
団
へ
請
求
し

て
く
だ
さ
い
）。

加
入
者
証
等
の
取
り
扱
い

①�　

加
入
者
証
等
は
３
月
中
に
学
校
法
人
等

に
届
い
た
場
合
で
も
４
月
１
日
以
後
に
該

当
者
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。
事
由
発
生
日

前
の
加
入
者
証
等
を
医
療
機
関
等
に
提
示

し
た
場
合
、
無
資
格
受
診
と
な
り
ま
す
。

②�　
３
月
31
日
退
職
者
は
、
退
職
日
ま
で
は

加
入
者
証
等
を
使
用
し
て
保
険
診
療
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
加
入
者
証
等
は
退

職
後
直
ち
に
回
収
し
、返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

③�　
「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」
と
「
被
扶
養

者
認
定
申
請
書
」
を
同
時
に
提
出
し
た
場

合
で
も
、
被
扶
養
者
の
認
定
処
理
に
時
間

が
か
か
り
、
加
入
者
本
人
の
加
入
者
証
の

み
が
先
に
送
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

④�　

報
告
内
容
の
訂
正
を
し
た
場
合
は
、
訂

正
処
理
後
に
正
し
い
内
容
の
加
入
者
証
等

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
訂
正
前
の
加
入
者

証
等
は
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�　

正
し
い
内
容
の
加
入
者
証
等
の
発
送
は

４
月
１
日
以
後
と
な
り
ま
す
。

　

毎
年
4
月
は
、
3
月
31
日
付
け
の
退
職
や
4
月
1
日
付
け
の
採
用
に
よ
る
報
告
が
集
中
し

ま
す
。
加
入
者
証
等
を
で
き
る
だ
け
早
く
交
付
す
る
た
め
、
私
学
事
業
団
で
は
、
各
種
報
告

書
等
の
「
事
前
受
付
」
を
開
始
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
時
期
は
電
話

が
非
常
に
込
み
合
う
た
め
、
加
入
者
番
号
や
被
扶
養
者
の
認
定
確
認
の
た
め
の
照
会
は
、
書

類
提
出
後
、
2
週
間
以
降
に
お
願
い
し
ま
す
。

資
格
取
得
・
資
格
喪
失
報
告
書
の
事
前
受
付

　
　
令
和
２
年
３
月
２
日
（
月
）
受
け
付
け
開
始

業
務
部　

資
格
課

 　　本文にあるDLマークのある用紙は、私学共済ホームページ〔様式用紙等のダウンロード〕からダウンロードできます。

事由と発生日 対象となる報告書等

3 月31日付けの
　退職

資格喪失報告書 DL
任意継続加入者申出用資格喪失報告書 DL

4 月 1 日付けの
　採用
　所属学校変更
　被扶養者認定※3

資格取得報告書 DL（短時間労働加入者用も含みます）※1

　・新規資格取得
　・継続資格取得
　・再資格取得※2 
所属学校等変更報告書 DL
被扶養者認定申請書※3

※1　電子媒体での報告も可能です。ただし、短時間労働加入者用は除きます。
※2　任意継続期間（2年間）満了前の再資格取得は対象外です。
※3　資格取得と同時申請の場合に限ります。
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Q� 　

個
人
の
意
思
等
で
加
入
す
る
か
ど
う
か

を
決
め
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

A� 　

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
資
格
は
法
令

で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
加

入
者
資
格
を
満
た
す
と
き
は
、
必
ず
加
入

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
強
制
加
入
）。

　

�　

こ
の
た
め
、
個
人
の
意
思
等
で
加
入
し

な
い
こ
と
や
、
途
中
で
や
め
る
こ
と
、
短

期
給
付
や
年
金
等
給
付
の
ど
ち
ら
か
一
方

の
み
を
選
択
し
て
加
入
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

Q� 　

非
常
勤
、
パ
ー
ト
等
で
採
用
し
た
者
に

つ
い
て
は
、
加
入
者
と
し
な
く
て
い
い
の

で
す
か
？

A� 　

私
学
共
済
法
上
の
「
教
職
員
等
」
と
は
、

「
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
者
で
学
校

法
人
等
か
ら
報
酬
を
受
け
る
も
の
（
私
学

共
済
法
第
14
条
）」
と
さ
れ
て
お
り
、
採

用
形
態
や
職
種
等
で
区
別
さ
れ
ま
せ
ん
。

正
規
雇
用
で
な
い「
非
常
勤
」、「
パ
ー
ト
」、

「
ア
ル
バ
イ
ト
」
等
の
採
用
で
あ
っ
て
も
、

加
入
者
資
格
を
満
た
す
と
き
は
、
必
ず
資

格
取
得
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

Q� 　

法
人
職
員
や
収
益
事
業
部
門
に
所
属
し

て
い
る
職
員
、
学
校
法
人
等
が
設
置
す
る

保
育
園
の
職
員
も
加
入
で
き
ま
す
か
？

A� 　

前
述
の
と
お
り
、私
学
共
済
法
上
の「
教

職
員
等
」
と
は
、「
学
校
法
人
等
に
使
用

さ
れ
る
者
で
学
校
法
人
等
か
ら
報
酬
を
受

け
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
校
法

人
等
内
の
ど
の
部
門
に
配
属
さ
れ
て
い
る

か
に
よ
っ
て
、
加
入
者
資
格
の
有
無
を
区

別
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Q� 　

外
国
人
の
教
職
員
を
採
用
し
た
場
合
は

ど
う
な
り
ま
す
か
？

A� 　

国
籍
に
よ
る
加
入
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

加
入
者
資
格
を
満
た
す
と
き
は
、
必
ず
資

格
取
得
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

Q� 　

加
入
者
が
休
職
す
る
場
合
、
加
入
者
資

格
は
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
？

A� 　

産
前
産
後
休
業
や
育
児
休
業
・
介
護
休

業
を
取
得
す
る
と
き
は
、
学
校
法
人
等
か

ら
の
報
酬
を
受
け
な
く
て
も
加
入
者
資
格

が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

�　

ま
た
、「
公
務
員
の
場
合
に
お
け
る
休

職
の
事
由
」
に
相
当
す
る
休
職
で
あ
る
と

き
は
、
実
態
と
し
て
当
該
学
校
法
人
等
と

の
間
に
、
常
用
的
な
使
用
関
係
が
認
め
ら

れ
る
場
合
、
報
酬
の
支
給
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
加
入
者
資
格
を
維
持
し
ま
す
。

　

�　

た
だ
し
、
常
用
的
な
使
用
関
係
が
終
了

し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
加
入
者

資
格
を
喪
失
し
ま
す
。

　

�　

例
え
ば
、
病
気
で
休
職
を
し
て
い
る
人

に
対
し
報
酬
が
支
給
さ
れ
な
い
期
間
が
一

時
的
で
あ
り
、
使
用
関
係
が
存
続
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
加
入
者
資
格

を
継
続
し
ま
す
。
し
か
し
、
復
職
す
る
見

込
み
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
加

入
者
資
格
を
喪
失
し
ま
す
。

無
効
の
加
入
者
証
等
の
回
収
と

返
納
の
お
願
い

�

業
務
部　

資
格
課

　

加
入
者
証
等
は
、
加
入
者
や
被
扶
養
者
に

１
人
１
枚
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

加
入
者
が
退
職
し
た
と
き
や
被
扶
養
者
の

取
り
消
し
を
し
た
と
き
は
、
す
で
に
交
付
し

て
い
る
加
入
者
証
等
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

　

無
効
と
な
っ
た
「
加
入
者
証
」
及
び
「
加

入
者
被
扶
養
者
証
」
は
必
ず
私
学
事
業
団
に

返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

　

本
事
業
団
で
は
、
加
入
者
証
等
の
回
収
記

録
を
個
別
に
管
理
し
、
返
納
事
由
に
該
当
し

た
と
き
は
回
収
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
督
促
を

行
い
、
回
収
強
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
資
格 

Ｑ
＆
Ａ

業
務
部　

資
格
課

　

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
資
格
に
関
し
て
、
照
会
や
誤
解
の
多
い
点
な
ど
、
留
意
し
て
い

た
だ
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。
加
入
者
の
要
件
に
か
か
る
詳
細
は
「
令
和
元
年
版　

事
務
の
手
引
」
22
～
38
頁
又
は
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

無
効
と
な
っ
た
加
入
者
証
等
を
使
用
し
て

保
険
診
療
等
を
受
け
る
と
、
後
日
、
医
療
費

等
を
返
還
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
加
入
者
証
等
を
返
納
す
る
主
な
事
由

①
加
入
者
が
退
職
（
資
格
喪
失
）
し
た
と
き

　
（
継
続
資
格
取
得
し
た
場
合
も
含
み
ま
す
）

②
所
属
学
校
を
変
更
し
た
と
き

③�

氏
名
を
変
更
・
訂
正
し
た
と
き
や
生
年
月

日
・
性
別
を
訂
正
し
た
と
き

④
被
扶
養
者
の
取
り
消
し
を
し
た
と
き

⑤
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
該
当
し
た
と
き

・
75
歳
に
到
達
し
た
と
き

・�

65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
、
一
定
の
障
害
状

態
に
あ
る
と
広
域
連
合
に
認
定
さ
れ
た
と

き
　

な
お
、
紛
失
等
に
よ
り
加
入
者
証
等
が
返

納
で
き
な
い
場
合
は
、「
加
入
者
証
等
返
納

不
能
届
書
DL
」
を
本
事
業
団
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

加
入
者
証
等
の
返
納（
又
は
返
納
不
能
届
）

が
一
定
期
間
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
学
校

法
人
等
に
対
し
て
「
加
入
者
証
等
回
収
調
査

票
」
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
記
入
し
て
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。

●�

任
意
継
続
加
入
者
に
か
か
る
加
入
者
証
等

の
返
納

　

任
意
継
続
加
入
者
期
間
が
終
了
し
た
と
き

や
、
右
記
の
③
～
⑤
の
事
由
に
該
当
し
た
と

き
な
ど
、
無
効
と
な
っ
た
「
任
意
継
続
加
入

者
証
」
及
び
「
任
意
継
続
加
入
者
被
扶
養
者

証
」
は
必
ず
返
納
す
る
よ
う
退
職
時
に
案
内

し
て
く
だ
さ
い
。
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●
利
用
で
き
る
事
業

短
期
給
付
事
業　

た
だ
し
、
資
格
喪
失
後
の

傷
病
手
当
金
・
出
産
手
当
金
の
要
件
に
該
当

し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
休
業
給
付
は
請
求

で
き
ま
せ
ん
。

福
祉
事
業　

た
だ
し
、
貸
付
け
と
積
立
貯
金

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※�

年
金
等
給
付
は
継
続
加
入
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
60
歳
未
満
の
人
は
市
区
町
村
で
国
民

年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
加
入
の
要
件

　
「
退
職
の
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
と
１
日

以
上
加
入
者
で
あ
っ
た
者
」

　

次
の
場
合
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

・�

４
月
１
日
に
採
用
し
翌
年
３
月
31
日
に
退

職
し
た
場
合

・�

退
職
前
１
年
以
内
に
任
意
継
続
加
入
者
で

あ
っ
た
場
合

・
退
職
時
に
75
歳
以
上
で
あ
る
場
合

●
加
入
で
き
る
期
間

　
「
退
職
日
の
翌
日
か
ら
最
長
２
年
間
で
満
了
」

　

た
だ
し
、
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
適
用
と
な
る
た
め
、
２
年

の
満
了
前
で
も
自
動
的
に
資
格
喪
失
し
ま
す
。

●
加
入
の
申
し
出
手
続
き

　

退
職
の
日
か
ら
20
日
以
内
に
、
学
校
法
人

等
を
通
し
て
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資

格
喪
失
報
告
書
DL
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
任
意
継
続
加
入
の
申
し
出
は
、
３
月
の

「
事
前
受
付
」（
本
誌
８
頁
参
照
）
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※�
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
と
任
意
継
続
掛

金
を
比
較
す
る
場
合
、
離
職
の
理
由
（
解

雇
・
雇
い
止
め
等
）
や
前
年
の
所
得
の
額

に
よ
っ
て
国
民
健
康
保
険
料
が
軽
減
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
市
区
町
村

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
加
入
の
申
し
出
の
注
意
点

　

医
療
保
険
制
度
で
は
、
加
入
す
る
制
度
に

優
先
順
位
が
あ
る
た
め
、
任
意
継
続
加
入
申
し

出
後
に
、
退
職
日
の
翌
日
か
ら
他
の
健
康
保
険

等
へ
被
保
険
者
（
本
人
）
と
し
て
加
入
す
る
場

合
は
、
任
意
継
続
の
取
り
下
げ
と
な
り
ま
す
。

　

他
の
健
康
保
険
等
の
被
扶
養
者
や
国
民
健

康
保
険
に
加
入
す
る
場
合
は
、
任
意
継
続
加

入
が
優
先
さ
れ
る
た
め
、
申
し
出
を
取
り
下

げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
任
意
継
続
加
入

者
と
し
て
加
入
し
、
掛
金
を
納
付
し
た
後
に

資
格
喪
失
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
任
意
継
続
加
入
者
証
等
の
送
付

　

任
意
継
続
加
入
の
資
格
取
得
処
理
後
、
届

け
出
住
所
宛
て
に
「
任
意
継
続
加
入
者
証
」

（
被
扶
養
者
に
は
「
任
意
継
続
加
入
者
被
扶

養
者
証
」）
と
、「
任
意
継
続
掛
金
納
付
通
知

書
」
及
び
「
任
意
継
続
加
入
者
の
し
お
り
」

等
を
送
付
し
ま
す
。

　

在
職
中
の
「
加
入
者
証
」、「
加
入
者
被
扶

養
者
証
」
及
び
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
や

「
高
齢
受
給
者
証
」
等
は
必
ず
学
校
法
人
等

を
通
し
て
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

●
任
意
継
続
期
間
中
の
掛
金

　

任
意
継
続
期
間
中
は
、
任
意
継
続
掛
金

（
40
歳
以
上
65
歳
未
満
は
介
護
分
掛
金
を
含

み
ま
す
）
を
全
額
自
己
負
担
し
ま
す
。

　

掛
金
額
は
、
退
職
時
の
標
準
報
酬
月
額
又

は
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
額
（
令
和
2
年
４

月
以
降
38
万
円
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い

額
を
基
に
算
出
さ
れ
ま
す
。

●
任
意
継
続
掛
金
の
払
い
込
み

　

納
付
方
法
は
、
毎
月
納
付
、
半
期
ご
と
の

前
納
又
は
年
度
末
ま
で
の
一
括
納
付
（
前
納

割
引
制
度
あ
り
）、
口
座
振
替
（
毎
月
納
付
）

が
あ
り
ま
す
。

　

掛
金
は
、「
任
意
継
続
加
入
者
証
」
等
に

同
封
す
る
納
付
通
知
書
に
よ
り
払
い
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
を
選
択
し
た
場
合
、「
任
意
継
続

加
入
者
証
」
等
の
送
付
時
に
「
預
金
口
座
振
替�

依
頼
書
・
自
動
払
込
利
用
申
込
書
（
３
枚
組
）」

を
同
封
し
ま
す
の
で
、
別
途
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
振
り
替
え
日
は
毎
月
28
日
で
す
。

　

口
座
振
替
の
開
始
月
は
、
手
続
き
完
了
後

に
送
付
す
る
「
任
意
継
続
掛
金
口
座
振
替
開

始
に
つ
い
て
（
連
絡
）」
に
記
載
し
て
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
納
付
通
知
書
に
よ

り
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限
ま
で
に
掛
金
の
払
い
込
み
が
な
い

場
合
は
、
任
意
継
続
加
入
者
の
資
格
を
喪
失

又
は
資
格
取
得
の
取
り
消
し
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
診
療
を
受
け
て
い
た
場
合
、
無
資
格

受
診
と
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

任
意
継
続
加
入
の
資
格
取
得
月
と
同
月
内

に
75
歳
に
到
達
し
た
と
き
や
、
同
月
内
に
他

の
健
康
保
険
等
に
加
入
し
、
月
途
中
で
任
意

継
続
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
で
も
、
そ
の
月

の
掛
金
は
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
脱
退
（
資
格
喪
失
）
の
手
続
き

　

任
意
継
続
加
入
期
間
が
２
年
満
了
し
た
と

き
や
、
75
歳
に
到
達
し
た
と
き
は
、
自
動
的

に
資
格
喪
失
し
ま
す
。

　

２
年
満
了
前
に
、
国
民
健
康
保
険
（
医
師

国
保
な
ど
の
国
民
健
康
保
険
組
合
も
含
み
ま

す
）
へ
の
加
入
や
、
健
康
保
険
等
の
被
扶
養

者
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
き
は
、
切
り

替
え
た
い
月
の
前
月
末
ま
で
に
「
任
意
継
続

加
入
者
資
格
喪
失
申
出
書
DL
」
を
提
出
し
、

「
任
意
継
続
加
入
者
証
」
等
を
必
ず
返
納
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
健
康
保
険
等
の
あ
る
職
場
に
被
保

険
者
と
し
て
再
就
職
し
た
と
き
や
、
加
入
者

が
死
亡
し
た
と
き
も
「
任
意
継
続
加
入
者
資

格
喪
失
申
出
書
DL
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

退
職
の
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
と
１
日
以
上
加
入
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
75
歳
未
満
の
人
は
、

２
年
を
限
度
と
し
て
任
意
継
続
加
入
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

任
意
継
続
加
入
者
制
度
の
ご
案
内

業
務
部　

資
格
課
・
掛
金
課
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令
和
元
年
度
特
定
健
康
診
査

　（
事
業
主
健
診
等
）　
結
果
の
提
出
期
限

　

加
入
者
の
特
定
健
康
診
査
は
、
学
校
法
人

等
が
実
施
す
る
学
校
保
健
安
全
法
又
は
労
働

安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
定
期
健
康
診
断
の
結

果
を
私
学
事
業
団
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、

特
定
健
康
診
査
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
の
特
定
健
康
診
査
の
結
果

デ
ー
タ
（
４
月
１
日
～
３
月
31
日
受
診
分
）
の

最
終
提
出
期
限
は
、
２
年
５
月
29
日
で
す
。

定
期
健
康
診
断
が
終
了
し
て
い
る
学
校
法
人

等
は
、
提
出
期
限
に
か
か
わ
ら
ず
速
や
か
に

結
果
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
デ
ー
タ
が
最
終
提

出
期
限
ま
で
に
本
事
業
団
に
提
出
が
な
か
っ

た
場
合
は
、
当
該
年
度
の
結
果
通
知
（
健
康

情
報
冊
子
「
Ｑ
Ｕ
Ｐ
ｉ
Ｏ
Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
（
ク

ピ
オ
プ
ラ
ス
）」）
や
「
特
定
保
健
指
導
利
用

券
」
を
送
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

※�

学
校
法
人
等
か
ら
の
特
定
健
康
診
査
に
関

す
る
記
録
の
写
し
等
の
デ
ー
タ
提
供
に
つ

い
て
は
、「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
」
第
27
条
及
び
厚
生
労
働
省
令

（
平
成
19
年
第
１
５
７
号
）
第
14
条
に
基

づ
く
も
の
で
す
。

　

な
お
、
医
療
費
が
増
大
を
続
け
る
中
、
医

療
保
険
者
別
の
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保

健
指
導
の
実
施
率
を
国
が
公
表
す
る
な
ど
、

実
施
率
の
向
上
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

定
期
健
康
診
断
の
結
果
の
提
出
は
、
国
が

定
め
た
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導

の
実
施
率
の
目
標
達
成
に
つ
な
が
り
ま
す
。

ま
た
、
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
で
、
後
期
高

齢
者
支
援
金
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
短
期
給

付
分
掛
金
率
の
抑
制
に
も
な
り
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
元
年
度
の
加
入
者
に
お

け
る
目
標
実
施
率
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済

第
三
期
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
）
の

85
・
０
％
を
達
成
で
き
る
よ
う
、
学
校
法
人

等
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

特
定
健
康
診
査
の
結
果
提
出
の
詳
細
は
、

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
事
務
担
当
者

用
ペ
ー
ジ
▼
福
祉
事
業
関
係
▼
特
定
健
康

診
査
・
特
定
保
健
指
導
〕
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

令
和
元
年
度
特
定
保
健
指
導

　
利
用
券
の
有
効
期
限

　

元
年
度
の
特
定
保
健
指
導
利
用
券
の
有
効

期
限
は
、
２
年
７
月
31
日
で
す
。
有
効
期
限

内
に
初
回
面
談
を
受
け
る
よ
う
、
対
象
者
へ

の
利
用
勧
奨
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
特
定
保
健
指
導
の
利
用
期
間
中
に

退
職
等
で
加
入
者
資
格
を
喪
失
し
た
場
合

は
、
利
用
券
の
有
効
期
限
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
時
点
で
特
定
保
健
指
導
は
中
止
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
任
意
継
続
加
入
者
に
な
る

場
合
は
、
継
続
し
て
特
定
保
健
指
導
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

資
格
喪
失
後
も
特
定
保
健
指
導
の
継
続
を

希
望
す
る
場
合
、
資
格
喪
失
後
に
発
生
し
た

特
定
保
健
指
導
費
用
は
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
学
校
訪
問
型
特
定
保
健
指
導
」
を

　
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

特
定
保
健
指
導
を
受
け
る
場
合
は
、
集
合

契
約
を
締
結
し
て
い
る
医
療
機
関
等
に
、
加

入
者
自
身
が
利
用
手
続
き
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
集
合
契
約
医
療
機
関
等

の
多
く
は
休
日
が
休
診
日
の
た
め
、
勤
務
と

の
兼
ね
合
い
か
ら
特
定
保
健
指
導
を
利
用
す

る
こ
と
が
難
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
本
事
業
団
で
は
、
対
象
者
の
利

便
性
を
図
る
た
め
「
学
校
訪
問
型
特
定
保
健

指
導
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
保
健
指
導
は
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
を
学

校
に
派
遣
し
、
空
き
教
室
等
を
使
用
し
て
実

施
す
る
も
の
で
す
。
授
業
の
合
間
に
指
導
を

受
け
ら
れ
る
た
め
、
毎
年
利
用
し
て
い
る
学

校
法
人
等
か
ら
大
変
好
評
で
す
。

　

日
頃
多
忙
な
教
職
員
の
健
康
づ
く
り
の
一

特
定
健
康
診
査
の
結
果
デ
ー
タ
の
提
出
期
限
と

特
定
保
健
指
導
の
利
用
の
お
願
い

―
定
期
健
康
診
断
終
了
後
は
、速
や
か
に
結
果
デ
ー
タ
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
―

�

福
祉
部　

保
健
課

環
と
し
て
、
ぜ
ひ
利
用
を
検
討
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、希
望
す
る
学
校
法
人
等
は
、保
健
課
、

各
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
共
済
業
務
課
又
は
委
託

先
で
あ
る
次
の
特
定
保
健
指
導
機
関
へ
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　
　

Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ヘ
ル
ス
サ
ポ
ー
ト（
株
）

　
　
　

☎
０
３
（
５
２
０
９
）
８
５
５
３

　
　

担
当　

平
尾
、
松
村

　
　

受
付
時
間
（
平
日
）
10
時
～
12
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

14
時
～
17
時

　

被
扶
養
者
の

　
特
定
健
康
診
査
の
受
診
勧
奨

　

被
扶
養
者
の
特
定
健
康
診
査
の
受
診
券
は
、

学
校
法
人
等
を
通
し
て
加
入
者
に
配
付
し
て

い
ま
す
。
元
年
度
分
の
特
定
健
康
診
査
受
診

券
の
有
効
期
限
は
、
２
年
３
月
31
日
で
す
。

　

平
成
30
年
度
の
特
定
健
康
診
査
の
実
績
で
は
、�

受
診
券
を
使
用
し
た
被
扶
養
者
等
（
任
意
継

続
加
入
者
を
含
み
ま
す
）
は
約
３
万
３
０
０
０

人
で
、
実
施
率
は
30
・
４
％
で
し
た
。
こ
れ

は
、
本
事
業
団
の
被
扶
養
者
等
の
実
施
率
目

標
で
あ
る
35
・
０
％
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。

　

特
定
健
康
診
査
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
だ
け
で
な
く
、
生
活
習
慣
に
よ
る

病
気
の
リ
ス
ク
を
発
見
し
、
予
防
に
役
立
て

る
こ
と
の
で
き
る
健
診
で
す
。

　

学
校
法
人
等
か
ら
も
、
加
入
者
に
向
け
て

被
扶
養
者
の
受
診
を
勧
奨
し
て
い
た
だ
き
、

加
入
者
と
と
も
に
被
扶
養
者
の
健
康
づ
く
り

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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年
金
の
時
効
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

～
年
金
請
求
の
時
効
は
５
年
で
す
～

年
金
部

　

年
金
を
受
け
る
権
利
は
、
請
求
手
続
き
を

し
な
い
ま
ま
受
給
権
が
発
生
し
た
日
の
翌
日

か
ら
原
則
と
し
て
５
年
を
経
過
す
る
と
、
時

効
に
よ
り
消
滅
し
ま
す
。

　

５
年
を
経
過
し
て
か
ら
の
年
金
請
求
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
時
効
完
成
前

（
５
年
以
内
）に
請
求
手
続
き
が
で
き
な
か
っ

た
理
由
を
書
い
た
「
遅
延
理
由
書
」
を
請
求

書
に
添
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
遅
延
理
由
書
」
の
内
容
を
審
査
し
、
や

む
を
得
な
い
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
場
合
に
は
、
年
金
の
決
定
を
行
う
取
り

扱
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
年
金
の
支
払

い
は
請
求
時
点
か
ら
５
年
間
し
か
遡
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
年
金
の
受
給
権
を
時
効
に

よ
り
消
滅
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
請
求
時
期

を
確
認
し
、
時
効
完
成
前
に
請
求
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

〔参考〕老齢・退職の年金の受給要件
●老齢厚生年金
　�平成27年10月以降において、①〜③の要件をすべて満たした時点で受給権が発生します
（ただし、平成27年９月までの間に退職共済年金の受給権が発生する場合は除きます）。

特別支給 本来支給
① 支給開始年齢（※１）に達していること 65歳に達していること
② 私学共済、厚生年金及び公務員共済の加
入期間（国民年金は除きます）の合計
が１年以上あること

１か月以上の厚生年金（私学共済）の
加入期間があること

③ 受給資格期間を満たしていること（※２）受給資格期間を満たしていること（※２）
●退職共済年金
　�平成27年９月以前において、①〜③の要件をすべて満たした時点で受給権が発生します。

特別支給 本来支給
① 支給開始年齢（※１）に達していること 65歳に達していること
② 私学共済の加入者期間が１年以上あるこ
と

私学共済の加入者期間が１か月以上（在
職中の場合は１年以上）あること

③ 受給資格期間を満たしていること（※２）受給資格期間を満たしていること（※２）
　�※１支給開始年齢（特別支給）

生年月日 年齢
昭和28年４月１日以前 60歳
昭和28年４月２日〜30年４月１日 61歳
昭和30年４月２日〜32年４月１日 62歳
昭和32年４月２日〜34年４月１日 63歳
昭和34年４月２日〜36年４月１日 64歳
昭和36年４月２日以後（特別支給はありません） 65歳

　�※２�老齢の年金を受けるために必要な受給資格期間は、平成29年８月に原則25年
から10年に短縮されました。

●退職年金（新３階年金）
　�平成27年10月以降の加入者期間を有している人が、①〜③の要件をすべて満たした時
点で受給権が発生します。
① 65歳以上であること
② 引き続く私学共済制度の加入者期間が１年以上あること
③ 退職していること（70歳みなし退職を含みます）

在
職
中
の
年
金
の
支
給
停
止

～「
総
報
酬
月
額
相
当
額
」
と
支
給

停
止
額
の
変
更
月
～

年
金
部

●
在
職
中
の
支
給
停
止
の
概
要

　

老
齢
厚
生
年
金
・
退
職
共
済
年
金
の
受
給

権
者
が
在
職
中
で
あ
る
場
合
、
報
酬
額
と
年

金
額
に
よ
っ
て
、
年
金
の
報
酬
比
例
部
分
又

は
給
与
比
例
部
分
が
支
給
停
止
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
支
給
停
止
の
基
本
的
な
考
え
方

　
「
総
報
酬
月
額
相
当
額
」（
※
１
）
と
「
基

本
月
額
」（
※
２
）
が
、「
基
準
額
」（
※
３
）

を
超
え
た
場
合
に
、
超
え
た
額
の
２
分
の
１

に
相
当
す
る
額
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

※�

１　

在
職
支
給
停
止
計
算
の
対
象
と
な
る

月
の
標
準
報
酬
月
額
と
、
そ
の
月
以
前
１

年
間
の
標
準
賞
与
額
の
総
額
を
12
で
除
し

て
得
た
額
の
合
計
で
す
。

※�

２　

年
金
の
報
酬
比
例
部
分
又
は
給
与
比

例
部
分
を
12
で
除
し
た
額
で
す
。

※�

３　

65
歳
未
満
は
28
万
円
、
65
歳
以
上
は

47
万
円
（
令
和
元
年
度
の
基
準
額
）。

●
よ
く
あ
る
質
問

Q�　

再
雇
用
に
よ
り
報
酬
が
大
幅
に
下
が
り

ま
し
た
。
下
が
っ
た
月
か
ら
年
金
の
支
給

停
止
額
が
変
わ
ら
な
い
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

A�　

支
給
停
止
額
は「
総
報
酬
月
額
相
当
額
」

の
算
出
に
必
要
な
標
準
報
酬
月
額
が
改
定

さ
れ
た
月
に
再
計
算
さ
れ
る
た
め
、
改
定

月
と
報
酬
が
下
が
っ
た
月
が
同
じ
で
は
な

い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
す
。

●
標
準
報
酬
月
額
の
改
定

　

定
年
等
に
よ
る
再
雇
用
に
お
い
て
、
学
校

法
人
等
が
報
酬
月
額
の
変
動
を
私
学
事
業
団

に
報
告
す
る
に
は
、
次
の
２
通
り
の
方
法
が

あ
り
ま
す
。

①
標
準
報
酬
月
額
改
定

　

報
酬
が
原
則
２
等
級
以
上
増
減
し
た
月
か

ら
３
か
月
間
の
報
酬
月
額
の
平
均
を
基
に
、

４
か
月
目
に
標
準
報
酬
月
額
が
改
定
さ
れ
る

も
の

②
即
時
改
定

　

60
歳
以
上
で
定
年
等
に
よ
り
退
職
し
、
１

日
の
空
白
も
な
く
再
雇
用
に
よ
り
報
酬
が
変

わ
っ
た
と
き
に
、
本
人
が
希
望
し
た
場
合
、

再
雇
用
の
月
か
ら
標
準
報
酬
月
額
が
改
定
さ

れ
る
も
の

　

①
②
ど
ち
ら
の
改
定
と
な
る
か
に
よ
り
、

標
準
報
酬
月
額
が
改
定
さ
れ
る
時
期
が
異
な

る
た
め
、
支
給
停
止
計
算
を
行
う
時
期
も
異

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
過
去
１
年
間
の
賞
与
支
給
の
有
無

や
額
に
よ
っ
て
、「
総
報
酬
月
額
相
当
額
」

が
変
更
と
な
っ
た
場
合
も
支
給
停
止
額
が
変

更
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
職
域
相
当
部
分
の
扱
い

　

退
職
共
済
年
金
の
職
域
相
当
部
分
、
経
過

的
職
域
加
算
額
は
、
私
学
に
在
職
中
の
場
合
、

報
酬
等
の
額
に
か
か
わ
ら
ず
支
給
停
止
と
な

り
ま
す
。
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加
入
者
貸
付
の
借
受
人
が
加
入
者
資
格
を

喪
失
す
る
と
き
は
、
任
意
償
還
又
は
即
時
償

還
に
よ
り
貸
付
金
の
残
額
を
す
べ
て
償
還
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
も
償
還

金
の
払
い
込
み
は
学
校
法
人
等
が
行
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
退
職
時
の
手
続
き
の
詳

細
は
、
本
誌
12
月
号
を
併
せ
て
参
照
し
て
く

だ
さ
い
。

●
貸
付
償
還
金
の
退
職
手
当
等
か
ら
の
控
除

　

加
入
者
資
格
を
喪
失
す
る
借
受
人
に
退
職

手
当
等
を
支
給
す
る
と
き
は
、
未
償
還
金
を

控
除
し
て
く
だ
さ
い
。
退
職
手
当
等
の
額
が

未
償
還
金
の
総
額
に
不
足
す
る
場
合
は
、
不

足
額
を
借
受
人
か
ら
提
出
さ
せ
て
、
未
償
還

金
の
総
額
を
ま
と
め
て
学
校
法
人
等
か
ら
払

い
込
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。

　

退
職
手
当
等
か
ら
の
控
除
を
学
校
法
人
等

が
行
わ
ず
、
貸
付
未
償
還
金
が
債
務
不
履
行

に
な
る
と
、
学
校
法
人
等
に
対
し
て
貸
付
け

を
制
限
す
る
（
そ
の
学
校
法
人
等
に
所
属
す

る
加
入
者
か
ら
の
新
た
な
貸
付
け
の
申
し
込

み
が
で
き
な
く
な
る
）
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
借
受
人
が
継
続
資
格
取
得
す
る
と
き

　

借
受
人
が
他
の
学
校
法
人
等
で
継
続
資
格

取
得
す
る
と
、
再
就
職
す
る
後
任
校
で
引
き

続
き
償
還
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
住
宅
貸
付
の
借
受
人
に
対
し
退
職

手
当
等
を
支
給
す
る
場
合
は
、
住
宅
貸
付
の

未
償
還
金
を
退
職
手
当
等
か
ら
控
除
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
退
職
手
当
等
の
支
給
額

で
住
宅
貸
付
を
全
額
償
還
で
き
な
い
場
合
に

限
り
、
残
っ
た
償
還
額
を
継
続
資
格
取
得
し

た
後
任
校
で
引
き
続
き
償
還
で
き
ま
す
。

　

継
続
資
格
取
得
に
よ
る
後
任
校
で
の
償
還

継
続
を
希
望
す
る
と
き
は
、「
異
動
報
告
書

DL
」
を
後
任
校
か
ら
（
※
）
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※�

住
宅
貸
付
の
残
額
を
後
任
校
に
引
き
継
ぐ

場
合
は
、
後
任
校
で
作
成
し
た
「
退
職
手

当
引
当
承
諾
書
DL
」
も
併
せ
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

●
資
格
喪
失
せ
ず
退
職
手
当
等
を

　
支
給
す
る
と
き

　

定
年
後
に
再
雇
用
す
る
な
ど
、
加
入
者
資

格
を
喪
失
せ
ず
、
退
職
手
当
等
を
支
給
す
る

場
合
は
、
住
宅
貸
付
の
未
償
還
額
を
退
職
手

当
等
か
ら
控
除
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
住
宅
貸
付
の
借
受
人
に
対
し
資

格
喪
失
せ
ず
退
職
手
当
等
を
支
給
す
る
と
き

は
、「
退
職
手
当
支
給
証
明
書
（
支
給
予
定

報
告
書
）
DL
」
に
よ
り
退
職
手
当
支
給
額
を

報
告
し
て
く
だ
さ
い
。
住
宅
貸
付
の
即
時
償

還
通
知
書
と
払
込
票
を
送
付
し
ま
す
。

　

こ
の
報
告
や
退
職
手
当
等
か
ら
の
控
除
を

怠
っ
た
と
き
も
、
そ
の
学
校
法
人
等
に
対
し

て
貸
付
け
を
制
限
し
ま
す
。

　

な
お
、
資
格
を
喪
失
し
な
い
住
宅
貸
付
以

外
の
借
受
人
に
退
職
手
当
等
を
支
給
し
た
場

合
、
即
時
償
還
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
退
職
等
で
資
格
喪
失
す
る
と
き
に
は

貸
付
金
の
残
額
を
す
べ
て
償
還
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
将
来
の
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
退
職
手
当
等
か
ら
任
意
償
還
す
る
こ
と

を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

　

本
誌
５
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、

平
成
31
年
４
月
１
日
受
診
分
か
ら
、
年
度
１

回
の
補
助
か
ら
２
年
度
に
１
回
の
補
助
に
見

直
し
を
し
ま
し
た
。
な
お
、
補
助
率
及
び
補

助
上
限
額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん（
表
参
照
）。

　

こ
の
見
直
し
に
よ
り
、
令
和
元
年
度
以
降

の
利
用
か
ら
、
補
助
を
受
け
た
翌
年
度
は
補

助
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
元

年
度
に
補
助
を
受
け
た
人
は
、
令
和
２
年
度

の
補
助
申
請
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　

様
式
用
紙
等
の
請
求
は
、
一
部
の
用
紙
を

除
き
、
次
の
方
法
で
請
求
で
き
ま
す
。

１　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
様
式
用
紙
等

の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
〕
で
は
、
内
容
（
分
類
）

別
、
用
紙
名
（
あ
い
う
え
お
順
）
の
２
通
り

の
方
法
で
検
索
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
な
い
用
紙
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
請
求
用

フ
ォ
ー
ム
の
利
用
や
電
話
で
の
お
問
い
合
わ

せ
先
を
案
内
し
て
い
ま
す
。

２　
請
求
専
用
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
請
求

　

前
記
１
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
請
求
用
フ
ォ
ー
ム
を
利
用

す
る
か
、
任
意
の
用
紙
に
①
学
校
名　

②
学

校
記
号
番
号　

③
郵
便
番
号
・
送
付
先
住
所

④
連
絡
先
電
話
番
号　

⑤
担
当
者
名　

⑥
用

紙
名（
様
式
番
号
不
要
）　

⑦
必
要
枚
数
を
明

記
し
、
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
様
式
用
紙
等
は
、
必
要
の
都
度
、

使
用
す
る
枚
数
の
み
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

請　求　先
様式用紙等の
請求専用FAX

共
済
業
務
課

札幌ガーデンパレス 011（222）6311

仙台ガーデンパレス 022（299）6296

名古屋ガーデンパレス 052（957）1387

大阪ガーデンパレス 06（6393）9728

広島ガーデンパレス 082（262）1134

福岡ガーデンパレス 092（713）3581

広報相談センター相談班 03（3813）1081

貸
付
償
還
金
の

退
職
手
当
等
か
ら
の
控
除

福
祉
部　

貸
付
課

人
間
ド
ッ
ク
利
用
費
用
補
助
は

２
年
度
に
１
回
で
す福

祉
部　

保
健
課

表　見直し内容

項目
【見直し前】

平成31年３月まで

【見直し後】

平成31年４月から

補助

回数

年度内

１回の補助

２年度に

１回の補助

（隔年補助）

補助率
利用料金の50％

（消費税を除きます）
変更なし

補助

上限額
25,000円 変更なし

様
式
用
紙
等
の
請
求
方
法

広
報
相
談
セ
ン
タ
ー　

相
談
班
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共済事業本部
〒113 - 8441　東京都文京区湯島1-7-5
☎03（3813）5321（代表）
電話照会の際は、学校記号番号、加入者番号が
確認できるものをお手元にご用意ください。

共済業務

私学事業団ホームページ　https://www.shigaku.go.jp/
助成業務　https://www.shigaku.go.jp/s_home.htm
共済業務　https://www.shigakukyosai.jp/（私学共済ホームページ）

加入者向広報「レター」３月号等の発送

　加入者向広報「レター」３月号等を３月上旬に学校法
人等宛てに順次発送します。送付部数は１月末現在の加
入者数です（後期高齢者医療制度の被保険者となった人
を含みます）。詳しくは送付状を確認してください。
　到着後、配付をお願いします。不足の場合は広報班ま
で連絡してください。� 【広報相談センター　広報班】

「私学共済ホームページ」事務担当者用ページ
のパスワードを令和２年３月から変更します

　私学共済ホームページ〔事務担当者用ページ〕に設定
しているログインパスワードを３月２日（月）から変更
します。ユーザー名に変更はありません。

【広報相談センター　広報班】

１月号の訂正
　本誌１月号において、以下の箇所に誤りがありま
した。お詫びして訂正します。
▶２頁２段目後ろから３行目
正　令和元年10月から　　誤　平成元年10月から

▶10頁１段目最後の行
正　1.5ポイント   誤　2.5ポイント

任意継続加入者への
掛金納付通知書等の送付

１　令和２年３月中に任意継続加入期間が満了する人
　３月上旬に、「任意継続加入期間満了のお知らせ」と
国民健康保険等へ加入する際に必要となる「資格証明書」
を任意継続加入者の届け出住所宛てに送付します。

２　２年４月以降引き続き任意継続加入期間のある人
　金融機関で払い込みをしている場合、３月上旬に２年
度分の「任意継続掛金納付通知書」を任意継続加入者の
届け出住所宛てに送付します（口座振替で払い込みをし
ている場合は送付しません）。

３　�２年度中に満75歳になり、後期高齢者医療制度の
対象となる人

　75歳の誕生日（資格喪失日）の属する月の前月分まで
の「任意継続掛金納付通知書」を送付します。75歳の誕
生月以降は、広域連合に後期高齢者医療制度の保険料を
納付することになります。
　なお、誕生月の前月に事前連絡書及び75歳未満の被扶
養者が国民健康保険等に加入する際に必要となる「資格
証明書」を任意継続加入者の届け出住所宛てに送付しま
す（「資格証明書」は、被扶養者の有無にかかわらず、
すべての人に送付します）。

【業務部　資格課・掛金課】

令和元年台風19号にかかる現地受付
（災害見舞金等の請求受付）の報告

　12月７・８日、14・15日に、福島県・長野県において、
災害見舞金等の現地受付を実施しました。受付件数は
55件、約4,570万円の給付決定を行いました。
　なお、未請求の加入者に対しては、請求手続きのご案
内をお願いします。
　請求手続き等の詳細は、私学共済ホームページ〔災害
への対応〕をご覧ください。

【企画室】

貸付けの申込締め切り日に
ご注意ください

　３月２日（月）送金分は２月14日（金）、３月23日（月）
送金分は２月28日（金）が申込締め切り日となります。
締め切り日（毎月15日・月末）が土・日・祝日のときは
繰り上がりますので注意してください。

【福祉部　貸付課】

３日（月） 貸付 �送金
６日（木） 貸付 �１月分定期償還期限
10日（月） 貯金 �払込期限（必着）
14日（金） 貸付 �３月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り
20日（木） 貯金 �送金

25日（火）
貯金 �払戻・解約請求締め切り
積立共済年金 �脱退申出等締め切り
貸付 �送金

28日（金）
掛金等 �１月分掛金等口座振替（自振校のみ）
貸付 �３月23日送金申し込み締め切り
貸付 �２月分定期償還口座振替（自振校のみ）

２日（月）
資格 �事前受付開始
掛金等 �１月分納期限
貸付 �送金

６日（金） 貸付 �２月分定期償還期限
10日（火） 貯金 �払込期限（必着）
13日（金） 貸付 �４月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り

の共済業務スケジュール2

の共済業務スケジュール3
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令和 2年 2月 1日　第 2 6 6 号

INFORMATION （「月報私学」はホームページにも掲載しています）

私学振興事業本部
〒102 - 8145　東京都千代田区富士見1-10-12
☎03（3230）1321（代表）

助成業務

� （令和２年１月１日付）
　次のとおり発令されましたので、
お知らせします。
◆役　員
　○理事長
　　再　任� 清　家　　　篤
　○理　事
　　再　任� 吉　田　和　文
　　再　任� 渡　部　英　樹
　　再　任� 谷　地　明　弘
　　再　任� 小　谷　隆　之
　　再　任� 酒　井　　　薫
　○理　事（非常勤）
　　退　任� 赫　　　彰　郎
　　（令和元年12月31日付）
　　新　任� 高　柳　元　明

　　再　任� 小　野　祥　子
　　再　任� 近　藤　彰　郎
◆運営審議会委員
　　退　任� 大　野　健　二
　　退　任� 鎌　田　　　薫
　　（令和元年12月31日付）
　　新　任� 北　山　禎　介
　　新　任� 長谷山　　　彰
　　再　任� 江　上　節　子
　　再　任� 関　口　　　修
　　再　任� 橋　本　五　郎
　　再　任� 宮　　　直　仁
　　再　任� 吉　田　　　晋
◆共済運営委員会委員
　　退　任� 大　塚　𠮷兵衛
　　退　任� 福　元　裕　二
　　（令和元年12月31日付）
　　新　任� 茂　里　一　紘

　　新　任� 奥　田　吾　朗
　　再　任� 安　達　　　毅
　　再　任� 市　川　　　智
　　再　任� 岩　井　絹　江
　　再　任� 小　澤　俊　通
　　再　任� 神　本　忠　夫
　　再　任� 川　上　裕美子
　　再　任� 権　丈　英　子
　　再　任� 公　江　　　茂
　　再　任� 小　林　光　俊
　　再　任� 坂　本　純　一
　　再　任� 杉　﨑　芳　子
　　再　任� 高　岡　　　淳
　　再　任� 谷　岡　一　郎
　　再　任� 中　村　貞　雄
　　再　任� 西　村　万里子
　　再　任� 濵　田　良　廣
　　再　任� 平　方　邦　行

人　事　異　動

助成業務の貸付金にかかる償還のご案内
（令和２年３月分）

　助成業務の貸付金にかかる元金・利息の償還について
は、契約締結後に送付した「償還年次表」及び後日送付
する「貸付金返済期日のご案内（払込通知書）」を参照
のうえ、払込指定期日までに私学事業団指定口座に入金
してください。
　払込指定期日を過ぎますと、その翌日から支払日（本
事業団の口座に入金された日）までの期間について、延
滞金が発生しますのでご注意ください。
　また、償還金の振り込みに当たっては、次の点に留意
してください。
①�　「貸付金返済期日のご案内（払込通知書）」の「振込
依頼書」を使用し、「電信扱い」にしてください。
②�　インターネットバンキング等を利用する場合は、「振
込依頼書」に記載の法人番号と法人名を通信欄に入力
して、お振り込みください。
③�　償還金は、設置学校ごとに分割して振り込まず、必
ず「学校法人単位」で一括してお振り込みください。

※�私学事業団ホームページ〔助成業務のご案内▶融資▶
貸付金にかかるご返済について（令和２年３月分）〕
も併せてご覧ください。
　　　　　　　　　�【融資部　融資課】
� ☎03（3230）7871〜7873�　　　
� Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

受配者指定寄付金
寄付金配付申請書類の受け付け

　令和元年度の寄付金配付申請については、３月５日
（木）を締切（必着）とします。年度内に寄付金の配付（送
金）を必要とされる場合は、期限までに配付申請書類の
提出をお願いします。配付の対象となる寄付金は、原則
として、受領書が発行された寄付金の範囲内となってい
ますのでご留意ください。
　寄付金受領日は、寄付金が私学事業団に着金した日付
となりますが、３月末は寄付金の受け入れが集中するた
め、受領書発行にお時間を要することをあらかじめご了
承ください。
　なお、寄付金は、原則学校を経由して入金していただ
いています。寄付者の決算日などの都合により、やむを
得ず寄付者から本事業団へ直接寄付金の入金をする必要
がある場合には、入金トラブル防止の観点から、必ず事
前にご相談ください。

自然災害復興支援寄付金サイトのご案内

　私学事業団では、自然災害で被害を受けられた学校へ
の寄付金募集を行っています。
　被災学校への支援をお考えの方、支援を希望される学
校は、下記までご連絡ください。
※�詳細は、私学事業団ホームページ〔復興支援をお考え
の皆様へ（被災学校への寄付のお願い）〕をご覧くだ
さい。
　　　　　　　　��【助成部　寄付金課】
� ☎03（3230）7316〜7318　　　　
� Ｅメール　kifukin@shigaku.go.jp
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災害復旧事業に対する融資制度について
私学事業団では、被災された学校法人等の円滑かつ迅速な復
旧のための支援策として、災害復旧事業に対する低利融資制
度を設けています。

校舎、園舎などの建築や土地の購入、機器備品の購入な
ど、一般の融資金利は以下のとおりです。施設設備の整
備の際にぜひ事業団資金の活用をご検討ください。

問い合わせ先（私学振興事業本部）

■主な事業と融資金利（令和２年１月現在）

主な事業内容
返済期間（据置年数含む）

30年以内 20年以内 10年以内 ６年以内

校（園）舎などの
建築・用地取得

年％

0.70 0.50 0.306 0.404

寄宿舎などの
建築・用地取得 0.80 0.60 0.406 ―

園バスや備品
などの購入 ― ― 0.306

（5.5年以内）

0.304
※�返済期間が30年以内（21年以上）の融資は、1貸付契約当たりの融資額が
10億円以上の場合にご利用いただけます。また、木造建築については、対
象となりません。
※�金利は毎月見直しています。なお、金利は融資契約時点の金利が適用され、
償還完了までの固定金利となります。

◆融資条件（令和２年１月現在）

融資費目 対象となる事業
返済期間
（据置年数
含む）

融資金利

災害復旧費
（特別災害）

激甚災害に指定され、国か
ら補助金の交付を受ける災
害復旧事業（施設・設備等
の原形復旧）

25年
以内

年％

0.20

災害復旧費
（一般災害）

特別災害以外の災害復旧事
業（施設・設備等の原形復旧）

20年
以内 0.20

教育環境整備費
（災害復旧経営資金）

激甚災害（本激）により被
災し、被害の程度の著しい
学校法人の円滑かつ迅速な
復旧のため、緊急に必要な
資金

７年
以内 0.001

※�本事業団の借入金の償還金（利息、延滞金を含みます）を滞納している法人、紛争、
法令違反などの状態にある法人等は、原則として対象とはなりません。

融資部融資課　☎03（3230）7862～7868
Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

融資事業のご案内

宿泊施設のご案内

詳細は私学事業団ホームページをご覧ください
https://www.shigaku.go.jp/s_yushi_menu.htm

16

私学共済ホームページから宿泊予約ができます。
https://www.shigakukyosai.jp/
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冬の鎌倉プラン
美しい自然と歴史的遺産が調和した古都、鎌倉。この
季節には、近くの江の島で幻想的なイルミネーション
を見ることができます。今年の冬は、鎌倉・江の島へ
足を運んでみませんか。

１泊２食（２名１室／１名様）9,500円～
取扱期間：令和２年３月 31日まで
※�１名１室利用の場合は、１泊につき 1,500 円の割り増し
となります。

月報私学　2月号（VOL.266）令和2年2月1日発行
編集・発行　日本私立学校振興・共済事業団　〒102-8145　東京都千代田区富士見1-10-12　☎03（3230）7809～7811（企画室）

（禁無断転載）　

（上）鶴岡八幡宮　 　
（下）夕食（イメージ）

湘南の宝石・江の島イルミネーション（2月16日まで）（写真提供：藤沢市観光センター）

〒248-0021　神奈川県鎌倉市坂ノ下25-4　☎0467（22）3506
江ノ島電鉄「長谷」駅下車、徒歩８分鎌　倉　 あじさい荘
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